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１．目  的 

本実施計画は、「登米市行財政改革大綱」に基づき、平成２２年度において

取り組む改革内容を定めたものです。 

 

２．計画推進にあたっての進行管理等 

「登米市行財政改革大綱」に基づく行財政改革を実現するため、取り組み改

革内容について、計画・実施と年度毎に一体的な管理を行い、行財政改革の円

滑な推進を図っていきます。 

 

３．計画内容 

「登米市行財政改革大綱」に基づく「登米市行財政改革実施計画」の体系は

次のとおりとします。 

取り組み方針 改 革 事 項 取り組み事項 

(１)成果重視の行政運営 ①事務事業の見直し 
ア．事業等の見直し 

  （事務事業の整理・統合等） 

    イ．行政評価システムの推進 

    ウ．環境マネジメントシステムの推進 

    エ．公用車の配置台数見直しと低燃費化 

    

オ．民間委託の推進 

 ◆水道料金徴収管理業務 

 ◆学校給食センター 

 ◆下水道施設等の管理 

 ◆市場化テストの導入検討 

    カ．組織横断的な政策の推進 

    キ．効率的な下水道整備 

ク．入札制度の見直し 
    

ケ．電子申請システムの導入 

  ア．組織機構の簡素合理化 ②組織機構の見直し 

  イ．審議会等の見直し 
  

③定員管理の適正化 ア．職員の定員適正化計画の推進 
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  ④職員の能力開発の推進 ア．人材育成基本方針に基づく能力開発 

   ・人材育成 イ．人材育成型人事評価システムの導入 

   ウ．職員提案制度の活用による施策の推進 

  
⑤公共施設の管理運営の 

 見直し 

ア．公の施設における指定管理者制度 

  の活用 

   

  

イ．公の施設である集会施設の管理運営 

の適正化 

  ⑥財政の健全化 ≪歳出関係≫ 

    
ア．人件費の削減 

 （消防本部、企業会計除く） 

    イ．物件費の削減 

    ウ．維持補修費の見直し 

    エ．補助金等の見直し 

    オ．公共工事のコスト縮減 

    ≪歳入関係≫ 

    カ．市税等の自主財源確保 

    キ．使用料・手数料の見直し 

    ク．受益者負担の見直し 

   ケ．遊休財産の処分等 

①高度情報化の推進 ア．市民の声の活用策の拡充 (２)市民と行政の協働の 

  推進 

  
②市民参画のまちづくり 

ア．市民意見公募手続き（パブリック 

  コメント）の活用 

    イ．市政モニター意見の活用 

    ウ．どこでも市長室・出張市役所の実施 

    
エ．登米市まちづくり基本条例(仮称)の制定

  に向けた取り組み 

    
オ．登米市男女共同参画条例(仮称)の制定 

  に向けた取り組み 
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（１）成果重視の行政運営 

市民ニーズは、ますます高度化・多様化しています。こうした市民ニーズに

迅速かつ的確に対応するため、公共性や公平性に配慮しながら限られた行政資

源を有効に活用するとともに、コスト感覚を徹底して、成果重視の考え方に転

換していくことが必要です。 

職員個々の意識改革を行いながら、行政組織は、時代に応じて逐次見直しを

実施していきます。 

 

【 改 革 事 項 】 

①事務事業の見直し 

ア．事業等の見直し（事務事業の整理・統合等） 

◆既存事業については、事業の効果、優先度、類似事業の有無などの視点に

立って、見直しを進めていきます。 

 

イ．行政評価システムの推進 

  ◆制度の定着を優先させるため、評価対象を行政活動の基礎的な単位である

事務事業とし、さらに、義務的経費など評価に馴染まないものを予め除外

し、事務事業を限定して実施します。 

 

◆内部評価を実施した事務事業の中から、平成２０年度に実施したまちづく

り市民意向調査（満足度調査）結果などを参考に事務事業の抽出を行い、

外部評価の対象事業とします。 

 

◆行政評価の結果を総合計画の進行管理に活用するとともに、成果重視（費

用対効果）の考えのもと予算編成に活用するなど、行政評価システムが有

機的に機能した効率的で効果的な自治体経営の構築をめざします。また事

務の効率化を図るため、「予算要求主要事業説明表」と「総合計画の実施計

画ローリング調査票」及び「事務事業評価表」を簡略化し、共通様式化を

図ります。 

 

ウ．環境マネジメントシステムの推進 

◆市の行政活動に伴う環境負荷の低減を図るため、環境目的・目標を設定し、

その達成をめざすとともに定期的な見直しを行うことにより、組織・職員

が一体となった環境保全とその改善に努めます。 
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◆南方庁舎（平成２０年度）、迫庁舎・中田庁舎（平成２１年度）に導入した

環境マネジメントシステムの取り組みを、総合支所（登米、東和、豊里、

米山、石越、津山）、水道事業所、環境事業所、消防本部、消防署・出張所

に拡大します。 

  なお、平成２４年度までに全組織への導入をめざします。 

 

エ．公用車の配置台数見直しと低燃費化 

◆公用車の配置台数を見直し、平成２２年度に新たに７台の公用車を削減す

るとともに、小型乗用車の更新にあたっては、軽貨物車への切り替えを行

うことにより低燃費化及び公用車取得費の圧縮を図ります。また、バイオ

ディーゼル燃料（ＢＤＦ）使用の推進により燃料費の節減を図ります。 

◎平成２２年度の公用車削減目標   

（普通会計）５台（経費削減目標額    ５５０千円） 

（水道事業）２台（経費削減目標額    ２２０千円） 

   ◎公用車取得経費の圧縮（小型乗用車から軽貨物車への更新） 

              ４台（経費削減目標額  ３,６８０千円） 

◎平成２２年度のＢＤＦ使用による公用車、市民バス等の運行 

８台、２７,０００㍑（燃料費削減目標額  ５４０千円） 

 

  ◆経済運転の推進 

    急発進、空ぶかし等を止め経済運転に努めることにより、低燃費化を推

進します。また、月次の車両運行状況報告書を活用し、庁舎別車両別の燃

費の可視化に取り組みます。 

 

オ．民間委託の推進 

◆水道料金徴収管理業務 

  水道料金徴収管理業務（窓口業務、水道メータ取付け取外し業務、検針

及び水道料金等計算業務、料金収納及び未収金管理業務、電算処理業務、

その他附帯業務）の包括的民間委託を平成２２年４月から実施します。 

 

◆学校給食センター 

  中田、米山、津山、東和学校給食センターに続き、平成２２年４月から、
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新たに佐沼中学校給食センターについても委託を実施します。 

今後とも、学校給食センターについては、効率的な運営をめざし計画的

に民間委託化を推進していきます。 

 

◆下水道施設等の管理 

下水道処理場の維持管理を複数年契約及び性能発注することにより受託

者の創意工夫を引き出すことができ、維持管理にかかるコスト縮減が可能

となることから、包括的民間委託（業務要求水準、リスク分担及び導入効

果）の検討を行います。 

 

  ◆市場化テスト導入検討 

制度に対する職員の理解を深めるための説明会を開催します。また、試

行対象事業について民間事業者から意見や提言を受け、市場化テストに係

る問題点等の整理を行うなど、試行実施に向けて取り組みます。 

 

カ．組織横断的な政策の推進 

◆市民の市政に対する意見等を反映させ、新たな施策や事業を総合的に推進

するため、政策推進員会議の開催等により庁内各部署が連携した政策立案

や総合調整機能の向上をめざします。 

 

キ．効率的な下水道整備 

◆下水道整備構想に基づいた効率的な生活排水処理事業の推進によって、事

業費の見直しと下水道処理施設への接続率向上に努めていきます。        

 

ク．入札制度の見直し 

  ◆入札の透明性の確保や公正な競争の促進を図るため、郵便入札に加え、電

子入札システムの試行を引き続き行います。また、競争性と併せ、工事等

の質の確保を図るため、総合評価方式の試行も継続します。 

 

ケ．電子申請システムの導入 

  ◆宮城県と２４市町が共同でＬＧＷＡＮ回線（総合行政ネットワーク）を利

用した「みやぎ電子申請サービス」の運用を平成２２年７月から開始し、

一般競争入札等参加資格審査申請などの各種申請、届出等の行政手続の電
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子化を推進します。 

 

②組織機構の見直し 

ア．組織機構の簡素合理化 

◆組織機構については、時代に適合した行政運営と行政サービスの目的、そ

して適正な定員管理計画と整合性が保たれるよう逐次見直しを行い、効率

的な組織機構づくりを進めていきます。 

 

イ．審議会等の見直し 

◆審議会、協議会等及び庁内各種委員会の組織について、整理合理化を図っ

ていきます。 

・委員数は原則15名以内とする。 

 ・委員の任期は原則2年以内とする。 

 ・女性の参画の拡大に努める。 

 ・幅広い年齢層から選任する。 

 

③定員管理の適正化 

ア．職員の定員適正化計画の推進 

◆職員数の状況 

平成１７年４月１日現在の本市の職員数は全体で１,９９７名、うち市長

部局等（消防本部及び企業会計を除く。）における職員数は１，１９８名と

なっています。 

 

◆定員適正化に向けた取り組み 

◎事務事業と組織機構の見直し、民間委託の推進などによって効率的な行

政運営を実現し、退職者補充の抑制などで職員数を削減していきます。 

◎市民ニーズを考慮した、職員の適正配置を進めていきます。 

◎人材育成基本方針に基づき、職員の能力開発による公務遂行能力の向上

に努めていきます。 

 

◆市長部局等における職員の削減目標数は下記のとおりです。 

◎平成１８～２２年度の職員削減目標数    ２４４人 

◎平成２３年４月１日現在の目標とする職員数 ９３２人 
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※平成１７年度以降１０年間の職員削減目標数は、４５０人とします。 

 

④職員の能力開発の推進・人材の育成 

ア．人材育成基本方針に基づく能力開発 

◆人材育成基本方針に掲げる自律行動型職員を実現するため、職員研修計画

に基づく研修を実施し、職員の能力開発及び意識改革を推進していきます。 

 

イ．人材育成型人事評価システムの導入 

◆人材育成を主眼とし、人を育て、人を活かし、その能力を長期的・継続的

な組織力へと結びつけるため、人材育成型人事評価システムを導入します。 

平成22年度は、自分の思いや考えを如何にして効果的に相手方に伝える

かの視点から、コミュニケーションスキルに重点を置いた研修を実施しま

す。 

 

ウ．職員提案制度の活用による施策の推進 

◆職員に市民サービスの向上や事務改善等に関する積極的な提案を促し、提

案事業として実施することによる職員の意欲と能力並びに市民サービスの

向上に努めていきます。 

 

⑤公共施設の管理運営の見直し 

ア．公の施設における指定管理者制度の活用 

◆個別法の制約があって制度の活用ができない施設や業務の専門性・特殊性

等を踏まえ、市が直営管理することが適当と判断される施設以外は、今後

の管理運営方針に沿って原則として指定管理者制度の導入を進めていきま

す。 

◎指定管理者制度の導入状況 

平成２０年度末 平成２１年度末 
区 分 平成１９年度末 

増 減 累 計 増 減 累 計 

指定管理者制度 

導入施設数 
８９施設 １５施設 １０４施設 ６施設 １１０施設 

注；累計にあっては、導入後、普通財産化により廃止した件数（２件）を減じていない。 
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◎平成２２年４月１日の指定管理者制度導入予定施設数 

     新規導入                 １０施設 

     更新                   ２２施設 

 

◎平成２３年４月１日の指定管理者制度導入予定施設数 

     新規導入                 ２３施設 

     更新                    １施設 

 

◆取り組み方針 

利用者へのサービス向上や経費の節減が期待できる施設、あるいは管理

業務が主となっている公の施設については、指定管理者制度の導入を進め

ます。 

 

イ．公の施設である集会施設の管理運営の適正化 

◆取り組み方針 

集会施設適正化推進計画に基づき、公の施設である集会施設については

普通財産化による貸付、または譲渡を推進していきます。 

 

◆取り組み目標 

◎平成２２年度までに普通財産化による貸付、または譲渡する施設数 

・公の施設である集会施設のうち ４３施設 

 

⑥財政の健全化 

地方交付税や国・県支出金、市債などに依存した財政構造から、市税など自主

的な財源規模に見合った財政構造への転換が急務となっていますが、歳出削減を

先ず実施しながら、市民の合意のもと歳入の確保を図っていくなど両面から取り

組んでいきます。 

 

≪ 歳 出 関 係 ≫ 

ア．人件費の削減 

◆職員の定員適正化計画の推進により、人件費を削減していきます。 

 

◆市長部局等職員（消防本部及び企業会計を除く。）の平成２２年度の人件費
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を、平成１７年度に比較して下記のとおり減額することを目標としていま

す。 

◎平成２２年度における人件費の削減目標額        １９億円 

 

イ．物件費の削減 

◆可能な限り削減を図ることにより、平成１７年度に比較して下記のとおり

減額することを目標としています。 

◎平成２２年度における物件費削減目標額         ２０億円 

 

ウ．維持補修費の見直し 

◆経費節減に向けた取り組みを前提としつつ、施設等における機能維持のた

めの計画的、かつ効率的な修繕を推進していきます。 

 

エ．補助金等の見直し 

◆補助金等は、公益上の必要性に基づき交付されるもので、その財源は市民

の税金です。そのため、補助金等の交付を受ける団体の公共性や公益性、

社会情勢の変化を的確に把握するなど、定期的に見直しを進めていきます。 

 

◆補助金等の交付の適正性について調査検討するため、庁内職員による「補

助金等検討委員会」、市民で構成する「使用料・補助金等見直し懇話会」に

おいて見直しを行います。 

 

◆平成２２年度は団体育成補助等を目的とする補助金の見直しを行います。 

 

オ．公共工事のコスト縮減 

◆公共工事コスト縮減行動計画（計画期間は平成１９年度～２１年度）に基

づいて、工事コスト低減のほか工事の時間的コストの低減など公共工事に

関する様々な要素について多種の改善を行いましたが、平成２２年度も引

き続き公共工事の総合的なコスト縮減をめざします。 

◎平成２２年度までの公共工事コストの縮減目標 ４％以上 

◎平成２２年度の公共工事コスト縮減目標 縮減率で １％   

                    縮減額で ４８百万円 

 

※縮減額は、平成１８年度を基準とし、従来（縮減前）の設計積算額と行
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動計画の具体的施策により縮減された設計積算額との差 

 

≪ 歳 入 関 係 ≫ 

カ．市税等の自主財源確保 

◆市税及び使用料、手数料等の負担に不公平が生じないよう自主財源の確保、

収納率向上に努めます。 

   ◎市税            （現年度分収納率目標：９６％） 

   ◎保育料           （現年度分収納率目標：９６％） 

◎市営住宅使用料       （現年度分収納率目標：９７％） 

   ◎下水道使用料        （現年度分収納率目標：９９％） 

   ◎給食費実費徴収       （現年度分収納率目標：９６％） 

   ◎定住促進住宅使用料     （現年度分収納率目標：９８％） 

雇用促進住宅（５団地、１０棟、２６０戸）を取得し、平成２２年４

月から登米市定住促進住宅として管理運営を行います。 

 

 

◆滞納額解消のため関係部署からなるプロジェクトチーム（債権回収対策委

員会）と連携し徴収に努めます。また、必要に応じ法的措置も講じて対応

します。 

 

  ◆宮城県地方税滞納整理機構に参加し、市税の徴収を強化します。 

 

キ．使用料・手数料の見直し 

◆サービスに見合った負担のあり方を検討するため、庁内職員による「使用

料等検討委員会」、市民で構成する「使用料・補助金等見直し懇話会」にお

いて見直しを行います。 

なお、下水道使用料については、平成２２年４月１日から約２７％アッ

プの使用料改定を行います。 

 

◆当該サービスの提供にあたりどれだけの行政コストが発生しているかの現

状について、市民の理解が深まるよう、広報や各種会議等を通じて説明を

行います。 

 

   ◎幼稚園使用料 
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◎し尿収集運搬処分手数料 

◎下水道使用料 

 

ク．受益者負担の見直し 

◆サービスに見合った負担のあり方を検討するため、庁内職員による「使用

料等検討委員会」、市民で構成する「使用料・補助金等見直し懇話会」にお

いて見直しを行います。 

 

◆当該サービスの提供にあたりどれだけの行政コストが発生しているかの現

状について、市民の理解が深まるよう、広報や各種会議等を通じて説明を

行います。 

 

◎保育料 

◎住民検診料 

◎放課後児童健全育成事業利用者負担金 

 

 

ケ．遊休財産の処分等 

◆市有未利用地について、適切な管理を行いながら計画的な売却処分等を進

めていきます。 

◎平成２２年度の売却処分目標額 

（土地841.87㎡、建物82.51㎡）         １０百万円 

 

（２）市民と行政の協働の推進 

市民と行政が、まちづくりに関する共通の目標に向かって、その実現に市民

個々の持っている能力を最大限活用し、互いの信頼関係のもと、協働のまちづ

くりを推進します。 

 

【 改 革 事 項 】 

①高度情報化の推進 

ア．市民の声の活用策の拡充 

◆市長へのメール及び各部署へ寄せられた市政に対する意見等を職員間で共

有し、また市ホームページ等で公開することによって、市民と行政の考え

方について情報の共有化に努めていきます。 
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②市民参画のまちづくり 

ア．市民意見公募手続き（パブリックコメント）の活用 

◆市が政策決定や計画策定等の過程で市民の方々から意見を募集し、提出さ

れた意見を考慮するなど意思決定を行うひとつの手段として、積極的な活

用を図っていくとともに、市ホームページ等に公開し、市民と行政の協力

関係の構築と開かれた市政の実現を図っていきます。 

 

イ．市政モニター意見の活用 

◆「開かれた市政」、「市民との協働のまちづくり」を進めるために、市政全

般に関する意見や提言を聴取して、市民サービスの向上を図りながら市民

と共につくるまちづくりに努めていきます。 

 

ウ．どこでも市長室・出張市役所の実施 

◆行政情報の共有と市民の声の市政反映、市政への市民参加を促すため、「ど

こでも市長室」と「出張市役所」を実施します。 

 

 

エ．登米市まちづくり基本条例（仮称）の制定に向けた取り組み 

◆市民主体のまちづくりを進めるためのルール等を定めた条例制定に向けて

取り組みます。 

 

オ．登米市男女共同参画条例（仮称）の制定に向けた取り組み 

◆さまざまな分野への女性の参画を保障するなど男女が互いに認め合い、共

生するまちを目指し、「登米市男女共同参画条例（仮称）」の制定に向けて

取り組みます。 
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４．行財政改革実施計画取り組み事項一覧 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

(１) 成果重視の行政運営

① 事務事業の見直し

ア
事業等の見直し
（事務事業の整理・統合等）

実施
総務部人事課
企画部行政改革推進課

イ 行政評価システムの推進 検討 実施 企画部行政改革推進課

ウ 環境マネジメントシステムの推進 検討 実施 企画部行政改革推進課

エ 公用車の配置台数見直しと低燃費化 実施
総務部総務課
水道事業所水道管理課

オ
民間委託の推進
 ◆水道料金徴収管理業務

検討 実施 水道事業所水道管理課

民間委託の推進
 ◆学校給食センター

実施 教育委員会教育総務課

民間委託の推進
 ◆下水道施設等の管理

実施 建設部下水道課

民間委託の推進
 ◆市場化テストの導入検討

検討 企画部行政改革推進課

カ 組織横断的な政策の推進 実施 企画部企画振興課

キ 効率的な下水道整備 実施 建設部下水道課

ク 入札制度の見直し 検討 実施 総務部総務課

ケ 電子申請システムの導入 検討 実施 企画部企画振興課

② 組織機構の見直し

ア 組織機構の簡素合理化 実施
総務部人事課
企画部行政改革推進課

イ 審議会等の見直し 検討 実施 関係部署

③ 定員管理の適正化

ア 職員の定員適正化計画の推進 検討 実施 総務部人事課

④ 職員の能力開発の推進・人材の育成

ア 人材育成基本方針に基づく能力開発 実施 総務部人事課

イ 人材育成型人事評価システムの導入 検討 実施 総務部人事課

ウ 職員提案制度の活用による施策の推進 実施 企画部企画振興課

⑤ 公共施設の管理運営の見直し

ア 公の施設における指定管理者制度の活用 実施 企画部行政改革推進課

イ
公の施設である集会施設の管理運営の適
正化

実施 企画部市民活動支援課

項　　　　　目
年度別スケジュール

担 当 部 署
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Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

⑥ 財政の健全化

ア
人件費の削減
 ◆ 職員人件費の削減

実施 総務部人事課

イ 物件費の削減 実施
企画部財政課
企画部行政改革推進課

ウ 維持補修費の見直し 実施
企画部財政課
企画部行政改革推進課

エ 補助金等の見直し 実施 企画部行政改革推進課

オ 公共工事のコスト縮減 検討 実施 建設部土木管理課

カ 市税等の自主財源確保 実施
総務部税務課
関係部署

キ 使用料・手数料の見直し 検討
関係部署
企画部行政改革推進課

ク 受益者負担の見直し 検討
関係部署
企画部行政改革推進課

ケ 遊休財産の処分等 実施 総務部総務課

（２）市民と行政の協働の推進

① 高度情報化の推進

ア 市民の声の活用策の拡充 実施 総務部市長公室

② 市民参画のまちづくり

ア
市民意見公募手続き（パブリックコメン
ト）の活用

検討 実施 総務部市長公室

イ 市政モニター意見の活用 実施 総務部市長公室

ウ どこでも市長室・出張市役所の実施 実施 総務部市長公室

エ
登米市まちづくり基本条例（仮称）の制
定に向けた取り組み

検討 企画部市民活動支援課

オ
登米市男女共同参画条例（仮称）の制定
に向けた取り組み

検討 実施 企画部市民活動支援課

担 当 部 署

≪歳出関係≫

≪歳入関係≫

 

項　　　　　目
年度別スケジュール
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